
 

＜伊賀市高齢者輝きプラン＞ 

第7次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画における施設等整備計画の変更

について（概要） 

 

１．変更内容 
 

種 別 当 初 変更後 

小規模多機能型居宅介護 １か所 ０か所 

看護小規模多機能型居宅介護 ０か所 １か所 

介護老人福祉施設（特養） １０床増 増床なし 

 

２．変更の理由 

 ①小規模多機能型⇒看護小規模多機能型へ 

   第８期から第９期にわたって１か所整備を進めるために数度にわたり公募

を行ってきたが、応募事業者はないところ、「看護小規模多機能型」に対し打

診があった。「看護小規模多機能型」は「小規模多機能型」に訪問看護をプラ

スしたもので、「看護小規模多機能型」に変更しても、当初の計画に対しサー

ビスの内容として不足が生じるものではないと考えます。 

   また、医療的な処置が身近で利用できれば在宅生活が継続できる要介護者

の需要も潜在的にあると想定されることから、その受け皿として整備が進め

られればと考えます。 

 ②介護老人福祉施設（特養）の増床の取りやめ 

   市内の既存の介護老人福祉施設で老朽化による移転新築に合わせ１０床増

床を予定していたが、昨今の物価高騰による事業費の増大により、このまま

進めれば法人運営自体が危ぶまれる状況となることが想定されたため、増床

を取りやめ、移転の計画も第１０期へ延期することとなりました。 

 

３．変更による影響（保険料等への影響） 

  「小規模多機能型」から「看護小規模多機能型」へ変更することにより、介

護給付費は増加するが、「介護老人福祉施設」で１０床の増が無くなることに

より、結果的には介護給付費は減少することから、保険料の月額基準額は９

円安くなるが、その分、準備基金取崩額を減額することにより、保険料の変

更は発生しません。 

資料１ 



４．保険料基準額の算出 

（千円） 

項 目 
金 額 

変更前 変更後 

標準給付費＋地域支援事業費計（Ａ） ３１，３０５，３１７ ３１，２６２，８０４ 

第１号被保険者負担分相当額 

（Ｂ）＝（Ａ）×23.0％ 
７，２００，２２３ ７，１９０，４４５ 

調整交付金相当額（Ｃ） １，５３６，３２５ １，５３４，２００ 

調整交付金見込額（Ｄ） １，８０５，６１５ １，８０３，１１５ 

市町村特別給付費等（Ｅ） ７９，８８６ ７９，８８６ 

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額

（Ｆ） 
６３，０００ ６３，０００ 

介護給付費準備基金取崩額（Ｇ） ４１６，５００ ４０７，１００ 

保険料収納必要額 

（Ｈ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ）+（Ｅ）-（Ｆ）-（Ｇ） 
６，５３１，３１９ ６，５３１，３１６ 

 

項 目 割 合 

予定保険料収納率（Ｉ） 
９８．００％ 

 

項 目 人 数 

所得段階別加入割合補正後被保険者数（Ｊ） 
８５，１２６人 

※各所得段階別見込み人数を各所得段階別保険料率で補正 

項 目 年 額 

第１号被保険者の保険料基準額（年額） 

（Ｋ）≒（Ｈ）÷（Ｉ）÷（Ｊ） ７８，２９１円 

 

項 目 月 額 

第１号被保険者の保険料基準額（月額） 

（Ｌ）≒（Ｋ）÷12 ６，５２４円 

 


